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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
人　

事　

課
）　
　

一

告

示

〇
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
一
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基�

づ
き
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
）
の
一
部
改
正�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

一

〇
宮
城
県
商
品
流
通
調
査
の
実
施�

（
統　

計　

課
）　
　

一

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養
殖
業�

者
）�

（
水
産
林
政
総
務
課
）　
　

二

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
及
び
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧�
（
水
産
業
振
興
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定�
（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始�
（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧�

（
都
市
計
画
課
）　
　

三

議

会

〇
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令�
四

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
十
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
み
や
ぎ
米
推
進
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
か
ら
ル
ま
で
を
チ
か
ら

ヌ
ま
で
と
し
、
同
号
ヲ
中
「
添
附
命
令
」
を
「
添
付
命
令
」
に
、「
第
五
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同

号
ル
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号

　

平
成
二
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
一
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
土
地
開
発
公
社
」
の
次
に
「
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
を
加
え
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

　

統
計
調
査
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
基
幹
統
計
調
査
と
し
て
、
令

和
二
年
宮
城
県
商
品
流
通
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
目
的

　

�　

令
和
二
年
宮
城
県
産
業
連
関
表
作
成
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
県
内
製
造
業
の
地
域
間
に
お
け
る
交
易
状
況

を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

調
査
範
囲

　
�　

県
内
に
お
い
て
、
日
本
標
準
産
業
分
類
の
大
分
類
Ｅ－

製
造
業
（
細
分
類
二
一
二
二
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
を

除
く
。）
に
該
当
し
、
次
に
掲
げ
る
商
品
流
通
調
査
品
目
を
生
産
し
て
い
る
事
業
所
の
う
ち
、
三
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
選
定
し
た
事
業
所
（
以
下
「
対
象
事
業
所
」
と
い
う
。）

　

１　

食
料
品

　

２　

繊
維

　

３　

木
材
・
木
製
品

　

４　

家
具
・
装
備
品

　

５　

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品

発　　　　行
宮 城 県
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６　

印
刷
・
同
関
連
業

　

７　

化
学
製
品

　

８　

石
油
製
品
・
石
炭
製
品

　

９　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

　

10　

ゴ
ム
製
品

　

11　

な
め
し
革
・
同
製
品
・
毛
皮
製
品

　

12　

窯
業
・
土
石
製
品

　

13　

鉄
鋼

　

14　

非
鉄
金
属

　

15　

金
属
製
品

　

16　

は
ん
用
機
械
器
具

　

17　

生
産
用
機
械
器
具

　

18　

業
務
用
機
械
器
具

　

19　

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路

　

20　

電
気
機
械
器
具

　

21　

情
報
通
信
機
械
器
具

　

22　

輸
送
機
械

　

23　

そ
の
他
の
製
造
品

三　

事
業
所
の
選
定
方
法

　

１�　

工
業
統
計
調
査
及
び
経
済
産
業
省
生
産
動
態
統
計
調
査
の
調
査
票
情
報
を
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十

三
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
の
ち
、
令
和
二
年
宮
城
県
商
品
流
通
調
査
母

集
団
名
簿
（
以
下
「
母
集
団
名
簿
」
と
い
う
。）
を
作
成
す
る
。

　

２�　

母
集
団
名
簿
の
調
査
品
目
別
に
出
荷
額
又
は
生
産
額
の
大
き
い
順
に
抽
出
し
た
七
百
七
十
九
事
業
所
を
選
定
す

る
。

四　

実
施
期
日

　
　

令
和
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

五　

調
査
事
項

　

１　

自
工
場
生
産
額

　

２　

自
工
場
生
産
額
の
う
ち
自
工
場
消
費
額

　

３　

自
工
場
生
産
額
の
う
ち
輸
出
向
出
荷
額

　

４　

自
工
場
生
産
額
の
う
ち
国
内
向
出
荷
額
及
び
消
費
地
別
構
成
比

六　

調
査
方
法

　

�　

対
象
事
業
所
の
管
理
責
任
者
が
宮
城
県
企
画
部
統
計
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
電
子
デ
ー
タ
の
調
査
票
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
た
上
で
、
自
計
申
告
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

七　

調
査
票
の
提
出

　

１　

提
出
方
法

　
　
　

み
や
ぎ
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　

２　

提
出
先

　
　
　

https://w
w
w
.shinsei.elg-front.jp/m

iyagi2/uketsuke/form
.do?acs=r2syouhinryutu

　

３　

提
出
期
限　

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
（
月
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
十
二
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
女
川

町
支
所
の
地
区

の
う
ち
小
乗
浜

の
区
域

令
和
三
年
十
一

月
十
六
日

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
一
丁

目
十
四
番
地
の
一

木
村　

俊
裕

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字

荒
立
九
十
六－

五

伊
藤　

和
幸

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

等
養
殖
業

�

三
人

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
三
年
十
二
月
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

届　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　

項

縦　

覧　

場　

所

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

加　

入　

区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
百

二
十
二

�

赤
間　

庄
三

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
百

の
三
十

�

髙
橋　

征
信

松
島
町
加
入

区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

松
島
支
所

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字

浜
三
十
八
の
五

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
近
東
一
六
の
二
、
一
九
の
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

若
柳
築
館
線

栗
原
市
若
柳
字
川
南
川
原
九
九
番
地
先
か
ら

同
市
若
柳
字
川
南
川
原
前
一
四
〇
番
一
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

十
一
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別
及
び
名
称

　

１　

変
更

　
　
　

三
・
三
・
三
十
三
号　

曽
波
神
沢
田
線

　
　
　

三
・
六
・
四
十
二
号　

稲
井
浦
宿
線

　
　
　

三
・
四
・
二
百
二
号　

女
川
海
岸
線

　
　
　

三
・
五
・
二
百
三
号　

浦
宿
女
川
線

　

２　

廃
止

　
　
　

三
・
四
・
二
百
一
号　

旭
が
丘
万
石
浦
線

三　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
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１　

変
更

　
　

㈠　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　
　

石
巻
市�　

真
野
字
東
谷
地
、
同
字
新
丸
森
、
同
字
平
形
四
番
、
沢
田
字
新
平
形
、
同
字
新
八
幡
下
、
同
字
八

幡
下
一
番
、
同
字
台
、
同
字
金
山
、
同
字
折
立
山
、
同
字
折
立
入
山
、
同
字
大
蛇
峯
、
同
字
前
山
及

び
沼
津
字
拾
枚
山
の
各
一
部

　
　
　
　

女
川
町�　

浦
宿
浜
字
篠
浜
山
、
同
字
安
住
、
同
字
天
王
、
同
字
供
養
、
同
字
寄
木
、
同
字
三
郎
浜
、
同
字
中

崎
、
同
字
浦
宿
、
同
字
浜
田
、
同
字
原
、
同
字
小
屋
ノ
口
、
同
字
十
二
神
及
び
旭
が
丘
一
丁
目
の
各

一
部

　
　

㈡　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　
　

石
巻
市�　

真
野
字
東
谷
地
、
同
字
新
丸
森
、
同
字
平
形
四
番
、
沢
田
字
新
平
形
、
同
字
磯
田
一
番
、
同
字
台
、

同
字
金
山
、
同
字
日
影
山
、
同
字
折
立
入
、
同
字
折
立
山
、
同
字
折
立
、
同
字
折
立
入
山
、
同
字
行

兼
山
、
同
字
志
の
畑
及
び
同
字
前
山
の
各
一
部

　
　
　
　

女
川
町　

浦
宿
浜
字
小
屋
ノ
口
及
び
同
字
十
二
神
の
各
一
部

　

２　

廃
止

　
　
　
　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　
　

女
川
町�　

浦
宿
浜
字
浦
宿
、
同
字
浜
田
、
同
字
原
、
同
字
小
屋
ノ
口
、
同
字
十
二
神
及
び
旭
が
丘
一
丁
目
の

各
一
部

四　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
石
巻
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）
及
び
女
川
町
役
場
（
建
設
課
）

五　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
三
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

六　

注
意
事
項

　

�　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
た
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ

と
。

議

会

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
六
号

　

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

�

宮
城
県
議
会
議
長　
　

菊　
　

地　
　

恵　
　

一　
　
　

　
　
　
宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
議
会
に
お
け
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
三
項
中
「
様
式
第
十
一
号
の
五
」
を
「
様
式
第
十
一
号
の
六
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（5）　令和３年11月30日　火曜日 第259号宮　　城　　県　　公　　報

　

様
式
第
十
一
号
の
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
１１号
の
５
（

第
６

条
関

係
）

政
務

活
動

実
績

報
告

書
【

海
外

視
察

調
査

報
告

書
】

�
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

�
会

派
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

�
議

員
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

記

１
　

期
　

　
間

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

か
ら

　
　

年
　

　
月

　
　

日
ま

で
（

　
　

日
間

）

２
　

視
察

地

３
　

構
成

議
員

４
　

調
査

目
的

５
�　

調
査

結
果

及
び

県
政

へ
の

反
映

方
策
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附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１１号
の
6
（

第
６

条
関

係
）

政
務

活
動

実
績

報
告

書
（

政
務

活
動

記
録

簿
）【

海
外

視
察

用
】

会
　

派
　

名
経

　
費

参
加

議
員

名

活動日

目
的

地
所

要
時

間
又

は
�

時
間

帯
視

察
先

・
�

相
手

方
等

主
な

活
動

内
容

都
市

名
場

所
（

会
場

等
）

　 月 　日　 月 　日　 月 　日　 月 　日　 月 　日経費の内訳

支
出

項
目

政
務

活
動

費
充

当
額

内
訳

交
通

費
（

国
内

）

※
�支

払
証

明
書

に
よ

り
計

上
す

る
経

費
円

移
動

距
離

�
㎞

 実
費・旅

費
規

程
※

�領
収

書
に

よ
り

計
上

す
る

経
費

円
交

通
費

（
国

外
）

円
宿

泊
費

円
通

訳
費

円
傷

害
保

険
料

円円円
合

計
円


